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【処分基準】 

緊急使用停止命令又は使用制限命令は、公共の安全の維持又は災害防止のため

の緊急の必要があるときに行うものとする。 

「公共の安全の維持又は災害防止のため緊急の必要があるとき」とは、危険物

施設又はその周囲の状況が公共の安全の維持の上で危険な状況となったときをい

い、危険な状態となった原因が危険物施設にあるか否かを問わないものとする。 
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